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町
で
は
、
効
率
的
な
行
政
運
営

の
推
進
と
住
民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上

を
図
る
た
め
、
３
年
間
を
見
据
え

た
行
政
改
革
大
綱
と
そ
の
実
施
計

画
を
作
成
し
、
実
施
計
画
に
基
づ

い
て
事
業
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

今
回
、
平
成
15
年
度
か
ら
３
カ

年
で
実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
る

次
期
大
綱
と
実
施
計
画
の
素
案
を

作
成
し
、
去
る
８
月
15
日
か
ら
９

月
17
日
の
間
こ
の
素
案
に
対
す
る

ご
意
見
を
住
民
の
皆
さ
ん
に
募
集

し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
３
件
の

ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

い
た
だ
い
た
ご
意
見
と
、
こ
れ

に
対
す
る
町
の
考
え
方

全
文

を
、

下
記
に
掲
載
し
ま
す
。

な
お
、
い
た
だ
い
た
ご
意
見
の

中
で
、「
給
与
制
度
・
水
準
の
適
正

化
」
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
給
与

ベ
ー
ス
に
お
い
て
、
国
や
他
団
体

と
の
比
較
を
す
る
と
こ
ろ
は
ラ
ス

パ
イ
レ
ス
指
数
（
給
料
総
額
の
比

較
指
数
で
、
国
を
１
０
０
と
し
た

指
数
に
対
す
る
、
町
の
数
値
の
こ

と
）
を
活
用
す
る
こ
と
が
、
適
切

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
こ
の
指
数
を
上
限
と
し
た
取

り
組
み
を
行
い
ま
す
。

ま
た
、
「
諸
手
当
・
特
殊
勤
務
手

当
の
適
正
化
」
に
つ
い
て
は
、
総

合
的
な
検
証
を
も
っ
て
見
直
す
こ

と
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
「
職
員
評
価
シ
ス
テ
ム

の
策
定
」
に
つ
い
て
は
、
公
務
の

特
殊
性
か
ら
量
や
質
で
推
し
量
れ

な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
、
民
間
で
取

り
入
れ
ら
れ
て
い
る
外
部
評
価
の

手
法
を
、
今
す
ぐ
導
入
す
る
こ
と

は
職
員
評
価
に
な
じ
ま
な
い
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
評
価
さ

れ
る
も
の
は
も
と
よ
り
評
価
者
の

公
正
、
公
平
で
透
明
な
手
続
を
行

う
こ
と
に
よ
り
、
評
価
シ
ス
テ
ム

を
構
築
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
次
期
行
政

改
革
大
綱
及
び
同
実
施
計
画
」
素

案
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
に
よ
る
、
直
接
の
修
正
点
は
な

い
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

問
い
合
わ
せ
は
、
企
画
政
策
課

（
�
66
・
８
７
１
１
）
へ
。

今、公務員給与の見直しが、国会で

も話題になっている時期、ラスパイレ

ス指数をいつまでも基準として考える

のは、おかしい。財政的に困窮してい

るときは、たとえ一時的にでも賃金カ

ットするのが当たり前であり、本町独

自の体系を構築すべきである。平均4 0

歳で6 6 6万の年収は、民間からは多い

のではないでしょうか。もし、財政が、

職員の努力により潤沢になれば、相応

の利益配分を検討すればいい。ボーナ

ス４カ月以上もらえる企業は、今は少

ないという事が、わかっているのか。

退職金での計算基礎が、退職時の基本

月収なんては、民間では、考えられな

い。現在は、5 0歳過ぎれば、月収が下

がるのが当たり前である。いつまで、

右肩上がりの給与体系を考えているの

か、いいかげんにして欲しい。

意見等

職員の給与については、地方公務員法で給与、勤務時間

その他の勤務条件の根本基準が定められています。労働基

本権が制約されるもとで人事院が毎年行う生計費、民間に

おける賃金その他の事情などの調査結果に基づき、国が給

料表やボーナスを含む諸手当の額や率などを決定している

ことから、特に国との均衡を図ることが求められています。

このため、町の給与水準を国や他の団体と比較するため

ラスパイレス指数を用いているところです。

給与は労働の対価として支給するもので、給与制度は公

務員制度の大きな柱の一つとして認識しており、職員が公

務に専念できる制度として安定させることも必要と考えて

います。一方、町としては、財政事情が厳しい場面ではそ

の必要に応じて職員給与の面で対応することも想定されま

すが、財政事情が許すからといって職員給与を増加させる

といった対応は地方自治・公務員給与制度として適切なも

のとは考えておりません。

町の考え方
件
数項目等

第３節　定員及び給与の適正管理

給与制

度・水

準の適

正化

１

現在民間では、属性手当は廃止さ

れつつあるという意識ももって欲し

い。本来、当町の財政、住民の収入

を給与のベースと考えるくらいの独

自性が欲しい。

評価制度であるが、内部評価だけ

ではだめ、人の評価を民間並にする

体質が、公務員には無い。評価者訓

練より住民評価や、外部委託するぐ

らいでなければ、この制度は無駄で

ある。

現在、公務員制度の抜本的な見直しが進められている

ことは周知のとおりであり、本町においても新たな制度

への移行に向け調査研究に着手しており、その中では能

力給、職責給、業績給を柱とした給与・人事制度改革を

検討していくこととしております。

今後、地方分権の一層の進展が想定されることから、

新たな公務員制度に対応した町職員に関する諸制度の整

備について主体的な決定と説明責任を果たしていきます。

複雑高度化する行政ニーズに的確に対応していくため

には、職員が組織の目標、業務の運営方針、自らの業務

分担等をふまえて効果的・能率的に職務遂行することが

必要であり、そのために職員の主体的な能力開発と人的

資源の最大活用を図ることが重要となっています。

職員評価制度については、国においても民間等のノウ

ハウを参考にしながら公務の特殊性を加味しながら現在

検討されていますので、町としても自己申告、目標管理、

双方向評価の具体的な実施方法の中で研究、実施してい

く予定です。住民評価などの外部評価については、職員

評価として馴染みにくい点があるので、事業評価システ

ムの活用などと併せ検討することとします。

評価制度は、公正、公平で透明な手続きのもと実施し

納得性の高いものでなければ機能できないと考えており

ますので、評価者研修は積極的に進めてまいります。

・特 殊

勤務 手

当の 適

正化

職員評

価シス

テムの

策定

１

１

意見等募集期間：平成14年８月15日～９月17日

意見提出件数：３件

パブリックコメントで提出された意見と町の考え方

ごご
意意
見見
ああ
りり
がが
とと
うう

ごご
ざざ
いい
まま
しし
たた

交
通
事
故
防
止
対
策
の
一
環
と
し
て
、

10
月
24
日
か
ら
公
用
車
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト

の
昼
間
点
灯
を
試
行
し
て
い
ま
す
。
こ
れ

は
、
昼
間
に
点
灯
す
る
こ
と
で
、
運
転
員

自
ら
の
交
通
安
全
意
識
を
高
め
る
ほ
か
、

ラ
イ
ト
点
灯
車
の
存
在
、
位
置
を
歩
行
者

や
他
車
両
に
認
識
し
て
も
ら
い
、
交
通
事

故
の
防
止
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

ま
す
。
実
施
車
両
に
は
、
ラ
イ
ト
を
消
し

忘
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
た
り
、
あ
お
り
行

為
と
勘
違
い
さ
れ
な
い
よ
う
に
「
ラ
イ
ト

点
灯
中
」
と
書
い
た
黄
色
の
マ
グ
ネ
ッ
ト

シ
ー
ル
を
ボ
ン
ネ
ッ
ト
お
よ
び
後
部
に
張

り
ま
す
。
主
旨
を
ご
理
解
い
た
だ
き
、
交

通
事
故
の
防
止
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。問

い
合
わ
せ
は
、
総
務
課
（
�
66
・
８

７
０
８
）
へ
。

公公
用用
車車
のの
ヘヘ
ッッ
ドド
ララ
イイ
トト
昼昼
間間
点点
灯灯

市街化区域及び市街化調整区
域の区域区分に関する都市計

画の変更素案の閲覧

市街化区域および市街化調整区域

の区域区分に関する都市計画（線引

き）は、無秩序な市街地の拡大によ

る環境悪化の防止、計画的、効率的

な公共施設整備を進め、市街地と農

地の健全な調和がとれた都市を形成

するための根幹的制度として設けら

れたものです。

本町では、昭和4 5年に当初決定

（兵庫県決定）し、その後昭和5 5年、

同6 0年、平成３年、同1 0年に見直し

を行い、今回第５回目の見直しを行

います。

このことから、広く住民の皆さん

に内容をご理解いただくため、都市

計画の変更素案の閲覧を実施しま

す。

�閲覧期間　1 1月６日（水）～同

26日（火）

�閲覧場所　都市整備課

本案について意見のある住民およ

び利害関係人は、閲覧期間中に意見

書を提出できます。

問い合わせは、都市整備課（ �

66－8704）へ。

「
次
期
行
政
改
革
大
綱
及
び
同
実
施
計
画
」
素
案
に
対
す
る

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
の
実
施
結
果

諸手当


